
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和５年７月６日  

  

                    墨田区長  山  本    亨 

 

墨田区条例第２４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１０年墨田区条例第５１号）の一部を次の

ように改正する。 

付則第５項から第７項までを削る。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


